
平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４） 

【通所介護】 

○ ＡＤＬ維持等加算について

問７ 平成３１年度から ADL 維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があ

るか。 

（答） 

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年１２月までの期間を評価対象期

間とするため、評価対象利用開始月から起算して６ヶ月を確保するためには、平成３０

年７月までに申出を行う必要がある。 




